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若年者への消費者教育の推進
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特定商取引法の主な改正内容

消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常
における社会経済情勢等の変化への対応のため、特定商取引法等の改正による
制度改革によって、消費者被害の防止・取引の公正を図る。

〇 定期購入でないと誤認させる表示等に対する
直罰化
〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込み
の取消しを認める制度の創設

〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の
禁止
〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格
消費者団体の差止請求の対象に追加

１ 通販の「詐欺的な定期購⼊商法」対策
（※公布の日（R3.6.16）から１年を超えない範囲内に
おいて施行）



〇 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が
返還請求できない規定の整備等（改正前では消費者が14日間保管後
処分等が可能→ 改正後は直ちに処分等が可能に）

３ 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

〇 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法（電子メール
の送付等）で行うことを可能に

〇 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を
得て、電磁的方法（電子メールの送付等）で行うことを可能に

〇 外国執行当局に対する情報提供制度の創設

〇 行政処分の強化等

（※公布の日（R3.6.16）から２年を超えない範囲内において施行（書面部分））

２ 送り付け商法対策 （令和３年７月６日施行）
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